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阿南市男女共同参画基本計画
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①　男女の平等意識
　男女の平等意識をみると、全ての分野において男性優遇意識が女性優遇意識を上回っており、特に「政治
の場」「社会通念・慣習・しきたり等」「社会全体」で目立っています。 
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②　結婚、家庭生活と男女の役割について
　男女の役割意識では「男性はもっと家事や育児、介護などの家庭生活に参加するべきだ」の肯定意識（「そ
う思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）の割合が最も高く、次いで、「結婚は個人の自由だから、
してもしなくてもどちらでもよい」、「夫婦の姓が異なる結婚（夫婦別姓）が認められてもよい」、「結婚し
ても必ずしも子どもを持つ必要はない」となっています。  
　一方、否定意識（「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計）では、「女性は男性に
従うべきだ」の割合が最も高く、次いで「結婚相手とうまくいかなくても、離婚はしないほうがよい」となっ
ています。  
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③　女性管理職の登用と課題について
　女性管理職の登用についての考えは、「能力や経験に応じて登用していく」の割合が最も高く、次いで「積
極的に登用していく」、「登用は考えていない」となっています。  

　女性を管理職に登用することについての女性にとっての課題では、「家事・育児等に伴い配置や残業に制
約がある」の割合が最も高く、次いで「特にない」、「適任者が少ない」、「女性自身が、昇進・昇格を望まず、
消極的である」となっています。 
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④　男女が共に働きやすい社会環境について
　男女が共に働きやすい社会環境をつくるために必要なことでは、「育児休業や介護休業などを利用しやす
くする」の割合が最も高く、次いで「保育サービスや介護サービスが充実している」、「職場での採用・昇進・
賃金などにおいて男女間の格差がないようにする」、「長時間労働を削減する」となっています。 
　前回の調査に比べ「フレックスタイムやテレワークなどの柔軟な働き方を選ぶことができる」（前回
10.1％）、「職場での採用・昇進・賃金などにおいて男女間の格差がないようにする」（前回 16.5％）、「長
時間労働を削減する」（前回18.4％）の割合が増加しています。 
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⑤　各種ハラスメントについて
　「セクシュアルハラスメント」について、女性は「自分が被害を受けたことがある」の割合が 18.5％と
男性よりも高くなっています。男性は、「自分の周りに被害を受けた人がいる」、「被害について相談を受け
たことがある」、「自分が被害を与えたことがある（かもしれない）」の割合がそれぞれ女性よりも高くなっ
ています。 

　※セクシュアルハラスメント：職場などにおいて、性的な言動によって労働条件や就業環境を害される
行為のこと。相手は異性に限らない。 

　「パワーハラスメント」について、女性は「自分が被害を受けたことがある」の割合が 28.9％、「自分の
周りに被害を受けた人がいる」が 26.4％となっています。男性は「自分が被害を受けたことがある」の割
合が 23.4％、「自分の周りに被害を受けた人がいる」が 24.1％となっており、どちらも女性より下回って
おり、「自分が被害を与えたことがある（かもしれない）」が9.2％となっています。

　※パワーハラスメント：職場などにおいて、職務上の地位や人間関係といった権力（パワー）を利用して、
精神的・身体的苦痛を与える行為や職場環境を悪化させる行為のこと。 
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  「マタニティハラスメント」について、女性は「自分が被害を受けたことがある」の割合が 6.5％、「自
分の周りに被害を受けた人がいる」が9.0％となっています。

　※マタニティハラスメント：職場などにおいて、働く女性が妊娠や出産を理由に精神的・身体的な苦痛
を受ける嫌がらせ行為のこと。 

　「パタニティハラスメント」について、男性は「自分が被害を受けたことがある」の割合が 0.7％、「自
分の周りに被害を受けた人がいる」が2.4％となっています。 

　※パタニティハラスメント：職場などにおいて、働く男性が育児を理由に精神的・身体的な苦痛を受け
る嫌がらせ行為のこと。 
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⑥　仕事と家庭・プライベートの優先度について
　日常生活の優先度の希望と現実では、「仕事と家庭生活と個人の生活をすべて優先する」の希望（32.7％）
と現実（6.5％）の割合の差が最も大きく 26.2 ポイントとなっており、次いで「仕事を優先する」の希望
（3.0％）と現実（31.2％）の差が28.2ポイントとなっています。 

⑦　DV（ドメスティック・バイオレンス）について
　DV に関する必要な取組では、「被害者が相談しやすい環境を整える」の割合が最も高く、次いで「被害
者の一時保護を行う施設（シェルター）を設置する」、「加害者への対策を進める」、「カウンセリングなど、
被害者への精神的な支援を充実させる」となっています。 
　前回調査と比較すると概ね同様な傾向となっていますが、「加害者への対策を進める」（前回 22.0％）の
割合が増えています。 
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⑧　男女共同参画に関する施策等について
　男女共同参画の社会形成に阿南市が力を入れるべきことでは、「男女がともに働きやすい職場になるよう、
企業に対してはたらきかける」の割合が最も高く、次いで「学校における男女平等教育を推進する」、「介護・
福祉サービスの充実により、男女がともに在宅介護に参画できるようにする」、「広報誌やパンフレットな
どで、男女の平等と相互の理解や協力についてPRする」となっています。 

－ －



－ －



－ －



－ －



【２】学びの場における男女共同参画
の推進 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【基本目標目標ⅠⅠ】  

男女がともにがともに 
認め合う認め合う 
まちづくまちづくり 

【１】人権の尊重と男女共同参画の意
識づくり 

１ 人権尊重の基盤づくり 
２ 男女共同参画の意識づくり 

３ 男女平等の視点に立った教育・保育 
の推進 

４ 多様な学習機会の提供 

 

【【基本目標Ⅱ】Ⅱ】 
男男女がともにがともに  
活躍活躍できるできる 
まちづくりまちづくり 
((女性女性活躍活躍 
推進計画推進計画)  

５ 政策・方針決定過程における女性活躍 
の推進 

６ 人材の育成 
７ 誰もが働きやすい職場環境の整備 

【３】女性活躍推進の基盤づくり 

８ ワーク・ライフ・バランスの推進 
９ 男性にとっての男女共同参画の促進 

【４】ワーク・ライフ・バランスの 
推進 

10 地域活動における男女共同参画の推進 
11 農林水産業や自営業等における意識づ
くり 

【５】地域社会における男女共同参画
の推進 

 

【【基本目標Ⅲ】Ⅲ】 
男男女がともにがともに  
安心して安心して  
暮らせる暮らせる  
まちづくりまちづくり  

【６】暴力を許さない社会づくり
（DV防止基本計画） 

12 あらゆる暴力や虐待の根絶 
13 きめ細かな相談・支援体制の充実 

【７】困難な問題を抱える女性への支
援（困難女性支援基本計画）

16 あらゆる世代への健康増進の機会づくり 
17 母子健康の保持と増進 

【９】ともに支え合う社会づくり 
18 ダイバーシティ社会の実現
19 安全・安心な地域づくり 

【８】男女の生涯を通じた健康づくり 

14 困難な問題を抱える女性への包括的か 
つ切れ目のない支援 

15 困難な問題を抱える女性の支援に関す 
る連携体制の整備 
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 5　施策一覧
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